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第 2 事業の状況 

 

1 業績等の概要 

 平成 28年度における業績等の概要は次のとおりです。 

 

 (1) 一般会計 

   一般会計は、賃貸住宅等事業をはじめとする当公社の主要事業を経理する会計であり、当公社の経営状況

は主に一般会計で表されます。 

  ① 賃貸住宅等事業の状況 

ア 管理事業 

(ｱ) 公社賃貸住宅等管理 

    a住宅及び施設の管理状況 

   住宅及び施設の管理状況は、公社住宅など 148団地 22,307戸、公益的施設(店舗 9件、駐車場 156

件 16,128区画、郵便局等 17件)、汚水処理施設 3件、賃貸土地等 22件です。 

 

   (ｲ) 住戸改善事業 

a 門真団地等 293戸について、3ヶ所給湯化・洗面化粧台設置・の住戸改善工事を行いました。 

 

b 千里山田西団地等 113 戸について、LDK 化や設備機器のリニューアル等の居住水準向上リフォー

ム工事を実施しました。 

 

c 茶山台団地 6戸について、堺市と連携した若年世帯向け住戸リノベーションモデル工事を実施し

ました。 

 

d 茶山台団地 3戸について、近畿大学と連携した温熱環境リフォーム事業を実施しました。 

 

      (ｳ) 修繕事業の執行状況 

公社賃貸住宅の修繕事業は、計画修繕(外装吹替、屋外給水管改修等)13 件、一般修繕(経常修繕、

空家修繕等)17,611件を実施しました。 

 

イ 建替事業 

    千里ニュータウンにおける公社賃貸住宅の建替事業については、従前入居者、地域自治会、行政と協議

を重ねながら、「千里ニュータウン再生指針」を踏まえ、景観・緑化・環境・コミュニティへの配慮等、

地域のまちづくりに資するよう事業を進めてきました。 

    平成 25年度には「OPH北千里駅前 3期」が竣工し、千里ニュータウンにおける一連の建替事業が完了し

ました。 

建替えにあたっては「24時間換気システム」や「床暖房」を導入するなど、快適性に配慮するとともに、

安全性、バリアフリー化にも対応した住宅を提供しています。 

    なお、当公社は平成 20年 6月に策定した「自立化に向けた 10年の取り組み」において、借入金を計画

的に縮減するなど財務面における健全化を優先的に進めていくこととし、平成 26年度から平成 29年度
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末までは建替事業を一旦中止していましたが、平成 30年度から再開します。 

 

② 家賃及び分譲割賦金の収納状況  

  

（単位：千円）

団地数等 戸数(室数)等 収納予定額 収納額 未収額 収納率

【賃貸住宅等の家賃】

一般賃貸住宅 122団地 19,300戸 9,587,350 9,424,365 162,985 98.3%

併存賃貸住宅 7団地 312戸 211,319 206,881 4,438 97.9%

特定優良賃貸住宅(公社建設型) 10(8)団地 385戸 351,167 346,250 4,917 98.6%

高齢者向け優良賃貸住宅 28(28)団地 1,850戸 1,876,071 1,864,814 11,257 99.4%

特定優良賃貸住宅(民間借上型) 17団地 460戸 388,334 384,839 3,495 99.1%

公益的施設①(駐車場) 156件 16,128区画 1,435,665 1,419,872 15,793 98.9%

公益的施設②(店舗・郵便局等) 26件
店舗9件、郵便局8件、会館1
件、派出所等8件

103,701 103,701 0 100.0%

汚水処理施設 12,624 12,598 26 99.8%

賃貸土地等 22件 賃貸土地21件、土地信託等1件 173,329 170,903 2,426 98.6%

計 14,139,559 13,934,224 205,335 98.5%

【分譲住宅の割賦金】

積立分譲住宅・一般分譲住宅・底地権譲渡代金 3団地 30戸 58,270 58,020 250 99.6%

14,197,829 13,992,244 205,585 98.6%

※団地数の（　　）は、一般賃貸住宅122団地の内数です。

【住宅等区分】

3件

148団地（22,307戸）
16,128区画

207件

【合　　計】

151団地（22,337戸）
16,128区画

207件
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  ③ 決算の状況 

ア 貸借対照表 

 

         

     

   イ 損益計算書 

 

         

（単位：百万円）

科目 平成26年度 平成27年度 平成28年度

流動資産 20,171 14,570 14,738

固定資産 229,067 224,903 221,230

　賃貸事業資産 224,004 219,861 216,354

  事業用土地資産 699 720 736

  その他事業資産 339 304 246

　有形固定資産 77 55 36

　無形固定資産 69 44 23

　その他固定資産 4,314 4,306 4,206

  貸倒引当金 △ 434 △ 388 △ 370

資産合計 249,238 239,473 235,968

流動負債 39,955 34,010 42,432

固定負債 161,143 155,631 142,254

負債合計 201,098 189,641 184,686

資本金 31 31 31

剰余金 48,109 49,800 51,251

資本合計 48,140 49,831 51,282

負債・資本合計 249,238 239,473 235,968

（単位：百万円）

科目 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業収益 25,135 20,584 21,430

　分譲事業収益 87 133 25

　賃貸管理事業収益 16,057 15,092 14,309

　その他事業収益 8,991 5,359 7,096

事業原価 21,916 17,287 18,661

　分譲事業原価 88 144 22

　賃貸管理事業原価 12,844 11,746 11,513

　その他事業原価 8,985 5,397 7,126

一般管理費 512 723 672

事業利益 2,706 2,574 2,096

その他経常収益 341 104 74

その他経常費用 798 577 536

経常利益 2,249 2,101 1,634

特別利益 1,147 520 311

特別損失 1,616 931 495

当期純利益 1,780 1,691 1,450
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 (2) 府営住宅指定管理会計 

府営住宅指定管理会計は、府から受託している府営住宅等の管理業務における経理の明確化を図るために

設置した特別会計です。 

府営住宅等の管理業務及び府営住宅等駐車場の管理業務については、平成 24年度から指定管理者制度によ

り府から受託しています。平成 28年度における管理の状況は以下のとおりです。 

   ① 事業の状況 

    ア 住宅の管理状況 

      府営住宅等の管理戸数(平成 23年公募時の選定戸数)  64,288戸（特定公共賃貸住宅等を含む） 

 

    イ 指定管理者業務 

(ｱ)入居者の募集・入居事務処理件数   25,688件 

(ｲ)諸申請・届等の取扱件数           19,474件 

 

    ウ 施設管理に関する業務の処理状況 

(ｱ) 緊急修繕 11,363件 

(ｲ) 空家修繕  2,138件 

(ｳ) 計画修繕   292件 

 

エ サービス向上策の実施状況 

(ｱ)訪問・架電件数 3,262件 

(75歳以上の単身高齢入居者を対象とした「声かけ活動」を平成 24年 10月より実施しています。) 

(ｲ) きずなづくり応援プロジェクト  2件 

 

    オ 駐車場の管理運営状況  

      3地区 169団地 39,751区画（平成 23年公募時の選定区画数）      

(ｱ)利用案内・申込受付     1,934件 

(ｲ)車庫証明発行        1,962件 

(ｳ)迷惑駐車等取締り・指導事務  423件 

 

    カ 府営住宅用地管理に関する業務の状況 

(ｱ)土地使用許可に関する業務  230件 

(ｲ)工作物等設置承認       69件 
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  ② 決算の状況 

ア 貸借対照表 

 

  

   

イ 損益計算書 

 

    

 

 

 

（単位:百万円）

科目 平成26年度 平成27年度 平成28年度

流動資産 2,274 2,423 2,687

固定資産 35 32 24

　賃貸事業資産 - - -

　有形固定資産 30 26 17

　無形固定資産 5 6 8

　その他固定資産 - - -

資産合計 2,310 2,455 2,711

流動負債 1,303 1,360 1,797

固定負債 252 250 236

負債合計 1,555 1,610 2,033

剰余金 755 845 678

資本合計 755 845 678

負債・資本合計 2,310 2,455 2,711

（単位:百万円）

科目 平成26年度 平成27年度 平成28年度

事業収益 4,493 4,625 4,810

事業原価 3,886 3,784 4,212

一般管理費 766 754 763

事業利益又は事業損失(△) △ 159 87 △ 164

その他経常収益 4 4 2

その他経常費用 0 1 2

経常利益又は経常損失(△) △ 155 90 △ 165

特別利益 - - 0

特別損失 - 0 2

当期純利益又は当期純損失（△） △ 155 90 △ 167
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2 経営改善等の取り組みと対処すべき課題 

 

(1) 経営改善の取り組み 

① 府の「財政再建プログラム(案)」等 

府では、平成 20 年 6 月に「財政再建プログラム(案)」を策定し、その中で、出資法人が行っているすべて

の事業について改めてその必要性・効果を検証し、出資法人のあり方を見直すこととされました。 

当公社に関しては、方向性は「存続」とされ、その考え方としては、「多額の債務を抱えていることから、

建替計画の見直しや人件費削減等の取組みにより計画的に債務の縮減を図り、経営改善を進めるとともに、

人的・財政的な府の関与を段階的に軽減し、自立化をめざす」と示されました。 

また、「財政再建プログラム(案)」の後継として、平成 22 年 10 月に公表された「大阪府財政構造改革プラ

ン(案)」においても当公社の方向性は「存続」と位置づけられていますが、歳出改革における個別の事業評

価・点検の中で「新規貸付は、25 年度で終了。建設戸数削減等により貸付金の圧縮」（※1）「繰上償還時は、

当該利子補給に係る借入残高の圧縮について努力」（※2）などの見直しが示されています。 

その後、「大阪府財政構造改革プラン(案)」の後継として、平成 27年 2月に公表された「行財政改革推進プ

ラン(案)」においても、当公社の方向性は「存続」と位置づけられ、「府としては、社会経済情勢の変化に

伴う借入金利の動向などを注視しつつ、公社における家賃収入の確保や、公社債の発行などの安定的かつ低

利な資金調達等により、経営改善への取組みが進むよう、引き続き指導を行う」と示されています。 

（※1）府から低利で借り入れている老朽化した賃貸住宅の建替え資金 

（※2）当該借入金については、民間金融機関からの借入金で府から利子補給を受けています。 

利子補給とは、当公社が府から低利で借入れていた賃貸住宅建設資金を平成 21年度末に民間金融機関の資金に借換えたことに

伴い発生した手数料及び利子の差額に対する府からの補助です。 

 

②「経営計画」の策定 

上記「財政再建プログラム(案)」において示された方向性を踏まえ、府の政策を補完する役割を担いつつ、

資金調達力や経営企画力を備えた自立した経営体を目指すため、平成 20年に「自立化に向けた 10年の取り

組み」を策定し、借入金の縮減を行うなどコスト削減を行い、経営改善に取り組んでいます。 

このような状況の中、「新経営計画」の計画期間満了に伴い、「自立化に向けた 10 年の取り組み」を引き継

ぎ、自立した経営体を目指しつつ、今後 10 年間の当公社の役割と方向性を明確にするための経営の基本方

針を定めた「大阪府住宅供給公社経営計画（平成 24年度～平成 33年度）」を、平成 24年 3月に策定しまし

た。 

一方近年は、住宅市場を取り巻く環境は大きく変化しており、民間住宅では十分に対応できない住宅の供給

や地域のまちづくりとコミュニティへの貢献、耐震性の向上など、公的機関としての役割の強化が求められ

ています。 

今後、社会の変化に対応した住宅ストックの活用、安全・安心な住まいの確保に向けた耐震化の取組みや建

替事業の再開などに適切に対応しつつ、さらにこの経営改善の流れを加速するため経営計画の見直しを行い、

平成 29年 4月に改定版を公表しました。 
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〔経営計画の概要〕 

平成 24～29年度の戦略  

自立した経営体をめざし、借入金残高 1,500億円以下とする目標に向け財務体質の改善を優先 

平成 29年度以降の戦略  

   引き続き財務体質の改善を進めるとともに、団地再生事業や平成 30年度から再開する建替事業、耐震化目

標を踏まえた計画とする 
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〔計画への取り組み〕 

● 平成 29年度末の借入金残高を 1,500億円以下とする目標を堅持し、平成 33年度末の借入金残高の 

目標を 1,400億円以下とします。 

 

〔経営ビジョンと経営の基本方針〕 

  Ⅰ大阪府の住宅まちづくり政策への貢献 

 ① 少子高齢社会など時代の要請に応えるべき機能を重視 

・フェアハウジング（入居拒否しない住宅）の推進 

・子育て世帯や高齢者世帯など多様なニーズに対応する住宅の供給や取組み 

・高齢者向けのサービスを提供 

 ② 地域のまちづくりとコミュニティへの貢献 

・ニュータウン再生への貢献 

・地域に求められる施設やサービスの導入を図り、地域のまちづくりや防災性の向上に貢献 

 ③ 知識と経験を活かした住宅まちづくりへの貢献 

・府営住宅の管理運営業務 

・府営住宅の計画修繕業務 

・市町営住宅等の建替や維持管理などの技術的な支援 

 ④ 住まい情報の提供 

・大阪府分譲マンション管理・建替サポートシステム推進協議会による情報発信 

・あんしん住まい推進協議会に関する取組み 

・ウェブサイトなどを利用した住まいに関する情報発信 

 

Ⅱ住宅ストックや民間の力を活かし、社会の変化に応じた暮らし方を提供 

 ① 団地再生による魅力向上 

・団地再生事業の先導的な取組み 

・リフォーム・リノベーションなどの長期有効活用の取組み 

・環境改善の取組み 

・住まい手の多様なニーズに対応できる DIY住宅の利用拡大 

 ② 建替等による安全性・地域の魅力向上 

・団地の特性に応じた建替、集約、経営廃止、耐震化等の実施 

・地域のまちづくりとの連携 

 ③ コミュニティの形成支援 

・空家や集会所等を活用した地域に求められる施設やサービス機能の導入（再掲） 

・防災性の向上・防災コミュニティ形成への支援（再掲） 

・子育て世帯や高齢者世帯のニーズへの対応 
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Ⅲ自立した経営体の確立に向け、さらなる経営基盤等の強化 

 ① 経営基盤の強化 

・賃貸住宅事業の収益向上 

・お客様満足度第一のサービス提供 

・保有資産の有効活用による収益確保 

・管理コストの縮減 

・財務基盤の強化 

 ② 組織体制の整備 

 ③ 内部統制の強化 

 ④ 戦略的な広報の取組み 

・全社的な広報活動の推進 

 

〔数値目標〕 

   ■実質借入金残高：経営基盤の強化と自立した経営体の確立に向け、借入金残高を縮減します。 

 

 

 

     ※実質借入金残高：形式残高から、現金預金と有価証券を差し引いた額。 

 

   ■住宅稼働率：公社経営の要である賃貸住宅事業は、創意工夫を凝らし、稼働率の維持･向上に努めます。 

 

 

 

※住宅稼働率：H33の目標については、今後の社会経済情勢の変化を踏まえ、適宜見直すこととする。 

 

〔参考：常勤職員の定数計画と人件費〕 

適正な定数管理と簡素で効率的な組織体制の整備を進め、人件費の縮減を図ります。 

      

  

 

       

      （※1）人件費：給与（退職手当は除く）、社会保険料（事業主負担）、法定・法定外福利費を含む。 

      （※2）「ストック活用実施計画」に基づく建替・耐震化事業等に必要な定数を見込む。 

  

H27実績 H29目標 H33目標 

1,534億円 1,500億円以下 1,400億円以下 

H27実績 H29目標 H33目標 

93.2％ 92％以上 90％以上 

 H20 H28実績 H33目標 

常勤職員数(人) 319 183 168（※2） 

人件費（※1）(百万円) 2,885 1,495 1,441 



 

- 54 - 

 

【参考：当公社における経営改善に向けたこれまでの取り組み等】 

◇『新経営計画（平成 16年 9月策定）』 《計画期間：平成 16年度～23年度》 

経営改善計画（平成 13年）の見直しを行い、引き続き、自主努力を基本に経営改善に取り組む。 

（基本的な考え方） 

  ○公社の経営全般にわたる経営計画とする。 

  ○今後の公社の役割と事業展開、経営改善の取り組みを示す。 

  ○経営の見通しを損益・資本収支の予測、財務状況の推移で示す。 

 

（経営改善の取り組み） 

  ○公社資産の有効活用  

○経営の合理化・適正化  

○事業資金コストの軽減 

 

◇『新経営計画の検証と対策（平成 18年 11月策定）』 《計画期間：平成 18年度～平成 23年度》 

経営環境の変化を踏まえ、現計画の検証を行い、経営安定化に向けた対策を明らかにする。 

（対策の考え方） 

○検証の結果、「借入金の着実な縮減」を改善目標に追加し、総合的な対策を実施。 

〔経営改善の更なる取り組み〕 

・賃貸住宅事業収支の改善  

・借上特定優良賃貸住宅の収入等の確保 

・建替計画の見直し 

 

◇「大阪府住宅供給公社のあり方検討会」の提言（平成 19年度） 

（役割） 

① 潜在的な需要はあるが、市場が十分に拡大していないため、民間が乗り出すにはリスクが大きいも

の（市場の誘導・先導） 

② 子育て向け賃貸住宅の供給など、現状においては、市場では十分対応できないもの （市場の補完） 

③ 公的な信用力があれば、効率性が増すサービス（信用性） 

④ 公共団体が自ら実施するよりも外部化した方が効率性が増すもの（行政の補完） 

（経営形態のあり方） 

  ○踏まえるべき事項 

・今後、府のまちづくり政策との関係や団地ストックの再生、活用の観点から役割を担っていくべき。 

○経営形態のあり方 

・当面、税制上の特別措置や公益法人としての信用力など、現在の公社形態の利点を最大限活かしな

がら、府民へのベネフィットの提供と、更なる経営改善による自立化を目指すべき。 

○今後の取り組み 

・事業収支の確保、経営指標の向上、借入金の縮減に向け、賃貸住宅の中期的な管理計画を策定し、

段階的に適正な事業規模に移行すべき。 

・オフバランス手法など建替事業への民間資金や企画力の活用や、投資効果を高めるアセットマネジ

メント機能の確立など民間経営手法の導入を積極的に図るべき。 

（組織のあり方） 

○自立的で機動的な経営や事業運営が可能な組織となるよう、次の観点から大胆かつ具体的な組織改革

に取り組むべき。 

  ・経営戦略性や企画力の向上 

  ・機動的な事業遂行力の確保 
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  ・組織の柔軟性や人材の確保 

  ・組織の効率化や業務の外部化 

 

◇「自立化に向けた 10年の取り組み（平成 20年 6月策定）」 《計画期間：平成 20年度～29年度》 

   資金調達力や経営企画力を備えた、自立した経営体となることをめざす。 

○両輪となる計画を策定し、市場の誘導や府施策の補完といった公的機関の役割を最大限果たしつつ、

経営改善に取り組む。 

  （両輪となる計画） 

①「賃貸住宅中期管理計画」：賃貸住宅事業について、経営の観点から建替計画を抜本的に見直し、経営

効率を重視しつつ政策課題に対応した管理を行う。 

②「組織自立化推進計画」：当公社が経営体として自らの力を発揮できる効率的で機動的な組織づくりに

取り組む。 

 

(2) 管理事業等の課題 

① 公社住宅資産の活用 

公的機関として求められている役割を果たすためには、将来にわたり安定的な賃貸住宅経営を行うことが

必要であることから、賃貸住宅ストックの今後 15年間を見通して、建替えや改善等により、多様なニーズ

や時代の要請に的確に対応し有効活用しながら賃貸住宅経営の安定を図るための基本となる計画として

「ストック活用基本計画」を平成 25年度に策定しました。 

また、本計画に基づき、平成 27年 6月に、「ストック再編計画」、「耐震化計画」、「長期有効活用計画」か

らなる、「ストック活用実施計画」を策定しました。 

「ストック再編計画」により、更新時期を迎えている昭和 20～30年代建設の団地を中心とした再編対象団

地について、賃貸住宅需要や団地の特性等に応じて、建替え等団地毎の再編に取り組みます。 

「耐震化計画」により、「ストック再編計画」と合わせた耐震化に取り組みます。 

「長期有効活用計画」により、昭和 40～50年代建設の団地を中心としたストックにおいて、設備水準向上

を図るための取り組み等、長期有効活用のための取り組みについて優先度の高いものから順次改善等を進

めます。 

 

② 指定管理者制度（府営住宅の管理） 

府営住宅の管理については、平成 17年度にその役割を担っていた旧財団法人大阪府住宅管理センターと当

公社が統合し、平成 18年度からは、公営住宅は公営住宅法に基づく管理代行制度により、特定公共賃貸住

宅（地域特別賃貸住宅を含む。）は、地方自治法に基づく指定管理者制度により、当公社が管理してきたと

ころです。 

一方、地方自治法の一部改正により、「公の施設」の管理について、地方公共団体の出資法人等に限られて

いた従来の制度から、民間事業者も含めた指定管理者による管理が可能となりました。 

この趣旨を踏まえ府では、民間事業者が管理を行った場合の検証を目的に、モデル事業として民間事業者

を対象とした公募による指定管理者制度を平成 22年度から一部の地区で導入しました。 

その後、モデル事業の検証・評価が行われた結果、一定の効果が見られたことから、平成 24年度から全て

の府営住宅において指定管理者制度が導入されており、平成 28年に行われた、平成 29年度からの 5年間

を指定の期間とする指定管理者の公募において、当公社は、民間企業と共同で応募し 2地区 31,626戸の指



 

- 56 - 

 

定管理者に選定され、府議会による議決を経て指定管理者に指定されました。 

指定管理者として当公社は、窓口業務及び入居者募集や諸申請の審査、入居者管理等を行い、府は入居者

の決定、諸申請の許可決定等を行うこととなりました。 

なお、今回の指定管理期間は平成 29年度より 5年間ですが、一層のコスト管理等に取り組み、今後も継続

して受託を目指します。 

 

③ 府営住宅計画修繕業務の受託 

府営住宅の性能を維持し、劣化を予防、かつ最小限に抑え、常に良好な状態を保つため、府の計画修繕実

施基準に基づいて修繕を実施してきた府営住宅計画修繕業務については、現在の管理代行制度のもとでの

契約期間は平成 27年度より 5年間ですが、管理代行制度の動向を見極めつつ、今後も継続して受託を目指

します。 

 

  ④ 公社賃貸住宅稼働率の維持・向上 

   平成 29年 4月に改定し公表した「大阪府住宅供給公社経営計画（平成 24～33年度）」に基づき、府の政策

を補完する役割を担いつつ、資金調達力や経営企画力を備えた自立した経営体を目指して様々な取り組み

を進め、特にお客様に対するサービスの向上や効果的な入居促進策の展開、リフォームによる居住・設備

水準の向上などにより、稼働率の維持・向上に努めています。 

   今後についても、お客様のニーズに沿った対策をソフト・ハードの両面で実施し、更なる空家解消、稼働

率の維持・向上に努めます。 

 

(3) 府による損失補償について 

当公社の借入金は、府及び住宅金融支援機構の融資以外は、一部を除いて府による損失補償が付与されて

います。これは、当公社が府の 100％出資により設立された指定出資法人であり、府の住宅まちづくり政

策に沿った事業を推進していることによるものです。 

損失補償に対する国の見解として、平成 21年 6月に総務省から地方公共団体宛に通知された「第 3セクタ

ー等の抜本的改革等に関する指針」において、地方公共団体は、「損失補償」を行っている第 3セクター等

（地方住宅供給公社含む）が経営破たんしたときには、当初予期しなかった巨額の債務（財政負担）を負

うリスクがあることから、既存の損失補償債務で他の方策による公的支援に移行することが困難であり、

かつ、当該債務の借換に際し、損失補償の更新が不可欠と認められるときなど特別な理由があるとき以外

は、第 3セクター等の資金調達に関する損失補償は行うべきではなく、他の手段による方法を検討すべき

であるとしています。 

しかし、当公社は今後とも府の住宅政策の一翼を担う公的機関であることから、過去の民間金融機関等の

借換えに伴うものに限り、引き続き府の損失補償が付与される予定です。 
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3 事業等のリスク 

  

当公社が行う事業活動において、今後リスク要因となる可能性のある主な事項を以下のとおり記載しています。

以下に記載した事項の中には、貸借対照表上、引当金の計上を行うなど決算書に反映しているものだけでなく、

必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断あるいは当公社の事業活動を理解する

上で、重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しています。 

なお、以下の記載事項のすべてが本債券への投資に係るリスク全般を網羅しているものではありませんので、

この点にご留意ください。本項における将来に関する事項は、別段の表示がない限り、本説明書作成日（平成

30年 6月●日）現在において判断したものです。 

  

(1) 当公社の業績の変動要因について 

当公社の業績は、一般的な外部経済要因に影響を受けるほか、家賃水準や地価等の変動の影響を受けます。   

当公社は、賃貸事業収益等により借入金を縮減することで更なる経営の安定化を図り、これら社会経済情

勢の変動にも適切に対応していくこととしています。 

 

(2) 事業等にかかる法律事項等について 

   当公社は、公社法に基づき設立された府の住宅まちづくり政策の一翼を担う公的機関であるため、府の政

策が当公社の事業運営に影響を与える可能性があります。また、当公社の事業運営については、公社法に

基づく認可、承認等の定めに従う必要があるほか、府による監督等を受けることとされています。 

   事業等にかかる法律事項等についての詳細は、本説明書の「第 1 法人の概況 3 事業の内容 （5）日

本政府及び府との関係について」をご参照ください。 

 

(3) 管理事業等のリスクについて 

① 特定優良賃貸住宅（民間借上型）管理事業 

   当事業では 20年の借上期間が満了すると、当公社は借上げている住宅をオーナーに返還します。返還した

住宅についてはそれ以降、当公社に損失が発生することはありませんが、現在入居促進策として実施して

いる入居者負担額の減額措置も借上期間が満了するまでの措置となっていることから、借上期間の満了、

すなわち減額措置の満了が近づくにつれ、退去者が増加する可能性があります。但し、平成 31年度にはす

べての管理期間が終了を迎えることに加え、オーナーとの協議により契約の繰上解除を行うなどの対策を

講じていることで、年々空家損失は減少しており、今後も減少していく見込みです。 

   また、オーナーが住宅金融支援機構より特定優良賃貸住宅建設資金の借入を行った際に当公社が連帯保証

人となっている住宅が平成 28年度末現在で 2団地あり、債務残高は合計で約 7億円となっています。これ

らの債務については、オーナーによる償還が一定期間滞った場合には当公社が債務保証を履行する必要が

あります。 

   なお、平成 28年度決算時点で上記債務に係る債務保証損失引当金として、債務残高から回収見積額を控除

した 2団地計約 3億円を計上しています。 

 

 ② 指定管理者制度（府営住宅の管理） 

平成 24年度から全ての府営住宅において指定管理者制度が導入されており、平成 28年に行われた公募に

おいて当公社は 2地区合計 31,626戸の指定管理候補者に選定され、府議会の議決を経て正式に指定管理者
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に指定されました。 

   平成 28年に行われた公募における指定管理期間は平成 29年度より 5年間となっていることから、今後も

継続して受託を目指しますが、府の政策等によっては受託できない可能性があります。なお、受託できな

い場合も従来よりそれに対応できる組織・人員体制となっており、経営に与える影響はないと考えていま

す。 

 

③ 府営住宅計画修繕業務の受託 

従来より府から管理代行制度により受託してきた府営住宅の計画修繕業務については、平成 31年度をもっ

て府からの受託契約期間が満了します。府の政策等によっては平成 32年度以降の受託ができない可能性が

ありますが、受託できない場合も従来よりそれに対応できる組織・人員体制となっており、経営に与える

影響はないと考えています。 

 

(4) 耐震化について 

昭和 56年 5月以前に設計された公社賃貸住宅については、現行の建築基準法が必要としている耐震性能を

満たしていない可能性があることから、平成 22年度において、対象住宅における耐震診断を実施し、平成

23年 4月に診断結果を公表しました。 

その結果を踏まえ、現行の耐震基準に満たないと判定された、118 棟 5,033 戸について、耐震性の向上に

向けた取り組みを進めるために｢耐震化の基本方針｣を平成 24年 3月に策定しました。 
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 〔耐震化の基本方針〕※平成 24年 3月策定 

   ○公社賃貸住宅の耐震化率は、平成 24年 3月末において約 75％ですが、建替え・用途廃止を含め、平成

32 年度までに概ね 92％にすることを目標とし、前期計画として、平成 27 年度までに下記の取り組み

を行います。それ以降の耐震化の取り組みについては建替えを凍結中の団地への対応を含め、平成 30

年度からの後期計画として、平成 27年度までに策定します。 

    ■昭和 41年度以降建設の中層ラーメン構造の住棟については順次、耐震改修に着手 

    ■耐震性能が B2の高層ラーメン構造の住棟については、少しでも耐震性を向上させるため、順次、応

急補強を実施 

 

また、賃貸住宅ストックを、平成 40年度までの 15年間を見通して、建替えや改善等により、多様なニー

ズや時代の要請に的確に対応し有効活用しながら賃貸住宅経営の安定を図るための基本となる計画として

「ストック活用基本計画」を平成 25年度に策定しました。この計画をもとに平成 33年度までの建替えや

改善等、団地毎の対応方針を示した「ストック活用実施計画」を平成 27年 6月に策定しており、〔耐震化

の基本方針〕における後期計画は「ストック活用実施計画」の「耐震化計画」として示しています。 

なお、耐震改修等の事業費は今後の収支計画に一定程度を見込んでいますが、事業費の見直し等により当

公社の財政状態に影響を与える可能性があります。耐震改修等の実施にあたっては、国等の補助金制度の

活用の検討や耐震化工法の工夫等により工事費の縮減を図っていきます。 

また、平成 33年度以降の耐震化の目標数値については府の「住宅建築物耐震 10ヵ年戦略・大阪」の改正

による新たな耐震化の目標を踏まえて設定するため、目標数値の設定によっては、当公社の財政状態に影

響を与える可能性があります。 

 

(5) 資金調達の状況 

当公社の資金は、府、住宅金融支援機構、民間金融機関、府の出資法人等によるグループファイナンス 

(※）・社債により調達しています。このうち、府及び住宅金融支援機構からの借入金は借入期間が 35～50

年間と長期で安定した資金となっています。また、府借入金は低利（年利 0.5％）であることから、当公

社の経営改善に大きく寄与しています。 

一方、出資法人等によるグループファイナンスは、府による出資法人の見直しや、運用する出資法人の資

金環境の変化等により、資金調達額が一定ではありません(平成 30年度には約 17億円の借換えの予定があ

ります。)。また、民間金融機関からの借換予定及び 

社債の償還予定はありません。 

今後は民間金融機関等の間接市場からの資金調達のほか、市場公募債による債券の継続的な発行を行い、

更なる資金調達の多様化・安定化を目指していきます。 

また、金融市場環境や当公社を取り巻く事業環境の変化により資金調達が困難になるリスクに備え、今後 

   も着実に借入金残高の圧縮を図ります。 

（※）府の出資法人等の資金効率の向上を図り、経営の改善を進めるため、出資法人等をグループ化し、このグループ間で資金運用・調

達を行うものです。 

 

（6）大都市制度への移行を見据えた公社の基本的方向性について 

府と大阪市（以下「市」という。）において設置された府市統合本部において、新たな大都市制度への移行
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を見据えて、これまで府・市それぞれで実施してきた行政サービスをより効率的・効果的に実施できるよ

う、制度移行後にめざす姿と移行前からの先行的な取組みについて、その基本的な方向性が示されました。

府・市に存在する類似・重複している行政サービスを抽出し事業分析に基づくあり方の検討が行われ、当

公社と大阪市住宅供給公社（以下「市公社」という。）についても、平成24年6月、第14回大阪府市統合本

部会議において、以下の基本的方向性が示されました。 

 

 

  

【平成24年6月19日 第14回大阪府市統合本部会議資料より抜粋】 

〔課題〕 

   ○ 地方住宅供給公社法上、公社は都道府県又は政令で指定する50万人以上の市のみ設立可。公社合併の規

定がない。 

  ○ 両公社は外部監査（府公社は監査法人、市公社は公認会計士事務所）を導入しているが、府公社は「A

＋」の格付を取得するとともに平成23年度には社債を発行し低利な資金調達を実現。府公社の財務内 

容の信頼性の低下及び経営悪化を招かないことが前提。 

  ○ 現在、市公社が管理受託している市営住宅約10万戸について、市が指定管理者選定後、市公社が指定管

理者として管理する業務量に応じた人員の見直し・財務状況への影響を見極める必要がある。 

 

〔基本的方向性〕 

  ○ 当面、両公社において更なる経営改善を図るとともに、府市民サービスの向上につながる連携を行う。 

  ○ 公社法上、都道府県又は政令市しか公社を設立できないため、新たな大都市制度移行時に市公社が存続

できない場合には、市公社を解散することを基本とし、その場合の課題について検討する。平成25年度

中に方向性をまとめる。 

 

 

なお、大都市制度への移行については、平成27年5月に行われた大阪都構想の賛否を問う住民投票によっ

て否決されています。 
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4 経営上の重要な契約等 

 

(1) 住宅金融支援機構等による抵当権設定 

   建替事業に伴う資金として、住宅金融支援機構から借入（一部民間金融機関に借換済）を行っており、建

替後の住宅（土地・建物）に対して抵当権の設定を行っています。 

 

(2) 公正証書の作成について 

   府の出資法人に係る債権管理強化の一層の推進を図る観点から、平成 22年 5月 31日付「大阪府債権管理

適正化指針」が改正され、府が出資法人と金銭消費貸借契約を締結する際には、強制執行承諾条項を盛り

込んだ公正証書の作成が必要となりました。 

   これを受け、平成 22年度以降の府からの借入金については公正証書を作成しています。 

 

(3) 保証債務について 

   特定優良賃貸住宅（民間借上型）管理事業に係る土地所有者の住宅金融支援機構からの借入金について、

当公社が連帯保証人となっている団地が平成 28年度末現在、2団地あり、債務は計約 7億円となっていま

す。 

債務保証損失引当金は平成28年度決算時点で債務残高から回収見積額を控除した2団地計約3億円となっ

ています。 
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5 財政状態及び経営成績の分析 

 

(1) 経営成績の変動について   

平成 26年度から平成 28年度の決算について、当公社の主要な事業である賃貸事業収入は、入居促進対策

等による高い稼働率に支えられ、堅調に推移しています。 

また、支出については、借入金の縮減による利息の軽減、組織の見直しなどによる人件費等コスト削減を

図っています。 

 

 

 ①平成 26年度決算 

   平成 26年度決算における事業収益については、分譲事業収益において再生地の売却収入がないことによる

前年度比 27億円の減収、賃貸管理事業収益においては借上型特定優良賃貸住宅の繰上解除による収益減等

による前年度比 8.5億円の減収、その他事業収益においては府営住宅計画修繕受託の減少による前年度比

15億円の減収となっています。一般会計における事業収益の合計は前年度比50億円の減収となっており、

事業利益は前年度比 19億円減の 27億円となっています。 

なお、当期純利益は一般会計が前年度比 21億円の減益、府営住宅指定管理会計は、収益還元事業を実施し

たこと等により前年度比 5 億円の減益となっており、結果、前年度比 26 億円減少し、16 億円となってい

ます。 

 

 ②平成 27年度決算 

   平成 27年度決算における事業収益については、賃貸管理事業収益において耐震化補助金の減少や借上型特

定優良賃貸住宅の繰上解除による収益減等による前年度比 9.7億円の減収、その他事業収益においては府

営住宅計画修繕受託の減少による前年度比 36億円の減収となっています。一般会計における事業収益の合

計は前年度比 46億円の減収となっており、事業利益は前年度比 1億円減の 26億円となっています。 

なお、当期純利益は一般会計が前年度比 0.9億円の減益、府営住宅指定管理会計は、収益還元事業を実施

していないこと等により前年度比 2.4億円の増益となっており、結果、前年度比 1.6億円増加し、18億円

となっています。 

 

 ③平成 28年度決算 

   平成 28年度決算における事業収益については、分譲事業収益において前年度比 1億円の減収、賃貸管理事

業収益においては、借上型特定優良賃貸住宅の繰上解除による収益減等による前年度比 7.8億円の減収、

その他事業収益においては、府営住宅計画修繕受託の増加による前年度比 17億円の増収となっています。

一般会計における事業収益の合計は前年度比 8億円の増収、事業原価は前年度比 14億円の増加となってお

り、事業利益は前年度比 5億円減の 21億円となっています。 

   なお、当期純利益は一般会計が前年度比 2.4億円の減益、府営住宅指定管理会計は、収益還元事業を実施

するための未払金を計上したこと等により前年度比 2.6億円減益となっており、結果、前年度比 5億円減

の 13億円となっています。 
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(2) 重要な会計方針の変更について 

 ① 資産の再評価 

   平成 14年度に賃貸事業資産の土地及び事業用土地資産について「土地の再評価に関する法律」の主旨によ

り再評価を実施し、再評価差額金を資本の部に計上しました。 

 

② 資産価額の適正化の実施 

  平成 16年度に地方住宅供給公社会計基準において、特別措置として「地方住宅供給公社に係る資産価額の

適正化実施基準」が制定されました。平成 14年度に「資産の再評価」を行わなかった、箕面止々呂美団地

の再評価を実施し、また、特定優良賃貸住宅（民間借上型）の翌期以降 3年分の損失見込額を計上しまし

た。 

なお、資産価額の適正化に伴いこれまでの再評価差額金は「剰余金計算書」において再評価差額金として

計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に振り替えました。 

 

③ 「減損会計」の導入について 

 平成 17 年度に企業会計において「固定資産の減損に係る会計基準」が導入されたのを受け、地方住宅供

給公社においても、公的サービスを安定的・継続的に提供していくことを責務とする公的機関であり、利

害関係者に対して公社の経営状況や財務状況について適切な情報提供を行うことが重要であるとの観点

から、同年度に減損会計が導入されました。 

 当公社のこれまでの賃貸住宅資産の減損損失の累計額は土地・建物の合計約 88 億円となっています。ま

た、平成 18 年度決算において、地方住宅供給公社会計基準に基づき、特定優良賃貸住宅（民間借上型）

の管理終了までの損失見込額（平成 20年度～平成 32年度）約 183億円を減損損失として一括計上し、更

に平成 22年度決算で約 2億円、平成 23年度決算において約 1億円を計上する会計処理を行いました。 

 平成 23 年度決算においては、土地信託勘定に含まれる土地及び建物について現時点における公正価値を

見積り、当該資産額（減価償却累計額控除後）と公正価値見積額との差額約 32 億円を、減損損失に計上

しました。 

 

 ④ 会計上の変更及び誤謬に関する会計処理（会計方針の変更）について 

   地方住宅供給公社法会計基準の改定（平成 24年 3月 15日施行）に基づき、平成 23年度決算から「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する実務指針」により、会計処理を行っています。 

(単位：百万円)

平成26年度 平成27年度 平成28年度

29,628 25,209 26,240

　　うち賃貸住宅管理事業収益 15,675 14,717 13,954

2,548 2,661 1,932

2,094 2,192 1,470

1,625 1,782 1,283当期純利益

事業収益

事業利益

経常利益
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第 3 設備の状況 

 

1 設備投資等の概要 

 

○ 新規竣工物件 

平成 29年度に竣工した賃貸事業資産はありません。 

 

 

2 主要な設備の状況 

 

○ 主な賃貸事業資産（平成 28年度末）  

 

 

 

3 設備の新設、除却等の計画 

 

平成 30年度の賃貸住宅等建設事業の計画は以下のとおりです。 

 

(1) 一般会計 

① 一般賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅 

ア 平成 30年度新規事業 

  新規事業はありません。 

 

イ 平成 29年度以前からの継続事業 

       継続事業はありません。 

  

 

戸数(戸) 簿価(百万円) 面積(㎡) 簿価(百万円)

一般賃貸住宅 19,300 56,578 1,251,146 101,602

併存賃貸住宅 312 854 0 0

特定優良賃貸住宅(公社建設型) 385 4,212 14,440 1,548

高齢者向け優良賃貸住宅 1,850 24,411 91,746 12,020

賃貸店舗 7施設 319 5,753 215

賃貸土地等 － － 126,457 10,823

合　計 － 86,374         1,489,542   126,208        

※「建物等」には附属設備・構築物・備品を含みます

区分
建 物 等 土  地
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第 4 法人の状況 

 

 

1 資本金残高の状況 

 

○ 一般会計 

                                                            （単位：百万円） 

区  分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

当期受入額 - - - 

年度末残高 31 31 31 

          ※ 資本金は全額府の出資によります。 

 

 

2 役員の状況 

 

(1) 役員の定数及び任期 

   公社法第 11 条で、公社に役員として理事長、理事及び監事を置くこととされています。また、公社法第

14条において、役員の任期は4年をこえることができず、再任されることができる旨が規定されています。 

なお、公社法第 5条において、役員の定数、任期等については各公社が定款で規定しなければならないこ

ととされています。 

   当公社においても、定款第 6条及び第 9条で、役員の定数及び任期について次のとおり定めています。 

 

役   職 定   数   等 任   期 

理 事 長 
副 理 事 長 
常 務 理 事 
理 事 
監 事 

1名 
理事のうち 2名以内 
理事のうち 3名以内 
10名以内（うち 6名以内は常任） 
2名以内（うち 1名は常任とできる） 

3年(再任されることができる) 
※ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任 

期間とする 

 

(2) 役員の任命 

   公社法第 13条により、役員のうち理事長及び監事は大阪府知事が任命することとされています。 

また、理事は理事長が任命することとされています。  
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(3) 役員の状況  

                                     （平成 30年 4月 1日現在） 

役   職 
 

就任年月日 
 

 
氏    名 

 
摘  要 

理 事 長 平成 29年 4月 
 

堤  勇  二  
 

前大阪府住宅まちづくり部長 

常務理事 
 

平成 27年 7月 
 

 
中  林  潔  

 

前（一財）大阪府タウン管理財団 
常務理事 

常務理事 
 

平成 29年 4月 
 

 
澤  村  晋  介 

 

大阪府住宅まちづくり部理事 
           (派遣) 

理  事 
(非常勤) 

 
平成 28年 8月 

 

 
髙  田  光  雄 

 
京都美術工芸大学教授 

理   事 
(非常勤) 

 
平成 13年 8月 

 

 
上  原  理  子 

 
弁護士 

理   事 
(非常勤) 

 
平成 29年 4月 

 

 
前  田  栄  治 

 
大阪府住宅まちづくり部技監 

監  事 
(非常勤) 

平成 28年 8月 
 

松  元  貞  人 
 

公認会計士 
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3 コーポレート・ガバナンスの状況 

 

当公社のガバナンス体制は、大きく(1)法に基づくもの、(2)府による指導、監督等、(3)内部管理、(4)監査法

人による監査の実施から構成されています。 

 

(1) 法に基づくもの 

公社法に基づく主な認可、承認等については、本説明書の「第 1 法人の概況 3 事業の内容 （5）日

本政府及び府との関係について ① 公社法に基づく主な認可、承認等」をご参照ください。 

地方自治法に基づく府による監査等については、本説明書の「第 1 法人の概況 3 事業の内容 （5）

日本政府及び府との関係について ② 府による出資法人に対する指導、監督等」をご参照ください。 

 

(2) 府による指導、監督等 

府による指導、監督等については、本説明書の「第 1 法人の概況 3 事業の内容 （5）日本政府及び

府との関係について ② 府による出資法人に対する指導、監督等」をご参照ください。 

 

(3) 内部管理 

① 理事会 

理事会は、理事長及び理事をもって構成され、毎年度の予定貸借対照表、予定損益計算書及び決算、事

業計画、資金計画、財務諸表及び業務報告書等が議決事項となっています。 

 

② 監事による内部管理 

監事は、当公社の業務、財務諸表等を監査し、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事

長又は国土交通省近畿地方整備局長若しくは大阪府知事に意見を提出することができます。また、理事

会その他重要な会議に出席して意見を述べることができます。 

 

  ③ コンプライアンスの推進強化 

「綱紀保持基本指針」を策定し、当公社職員が遵守すべき事項を定め、職員の職務に係る倫理保持を図

っています。 

また、「個人情報保護規程」の策定やセキュリティ対策として「情報セキュリティに関する基準」を定め、

情報システム内の顧客情報に対してアクセス権を設定する等の対策を実施しています。 

更に、平成 23年 6月に社内におけるコンプライアンスや財務の信頼性の確保など、内部統制の強化を一

層推進するために「大阪府住宅供給公社内部統制に関する基本方針」を定め、平成 24 年 10 月には、法

令違反等の未然防止を図るため、「内部通報処理に関する要綱」を制定しました。 

  

(4) 監査法人による監査の実施 

当公社では、経営の透明性を一層高めるため、平成 23年度決算より監査法人による監査を導入しています。 

なお、当公社が作成する財務諸表については、金融商品取引法第 193条の 2第 1項の規定に基づく公認会

計士又は監査法人による監査証明は求められていません。 
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第 5 経理の状況 

 

 

1 財務諸表の作成方法 

 

当公社の財務諸表は、公社法第 29条から第 33条、公社法施行規則第 32条及び第 33条並びに地方住宅供給公

社会計基準に従い作成しています。 

旧会計基準は昭和 50年 4月 1日から施行されたものですが、地方住宅供給公社の事業の公的性格を重視し、事

業原価と事業収益が均衡するよう会計処理を行う等、民間企業の会計処理とは大きく異なるものでした。 

しかしながら、地方住宅供給公社等の公的機関に対しても経営の透明性や事業の効率性が求められるようにな

った今日、地方住宅供給公社の会計基準についてもこのような時代の要請に応えるべく改正が行われました。

新会計基準は、平成 12年 4月に社団法人全国住宅供給公社等連合会に設置された公認会計士等からなる「地方

住宅供給公社会計基準検討委員会」において約 2年間にわたり検討され、国土交通省への報告を経て制定され

たもので、平成 14年 4月 1日から施行されています。 

 

 

2 財務諸表の承認等について 

 

公社法第 31条及び第 32条により、毎事業年度の決算完結後、2ヶ月以内に財務諸表を大阪府知事に提出するこ

ととされています。なお、大阪府知事への提出にあたっては、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業

年度の業務報告書を添付し、財務諸表と業務報告書に関する監事の意見をつけることとされています。 

  

当公社は、平成 23年度より、経営の透明性向上を目的として自主的に監査法人による会計監査を受けることと

しています。平成 28年度（自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月 31日）財務諸表（貸借対照表、損益

計算書、剰余金計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記、附属明細表及び財務目

録）は、新日本有限責任監査法人により監査証明を受けています。 

なお、当公社が作成する財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく公認会計士

又は監査法人による監査証明は求められていません。 
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3 財務諸表等について 

次ページ以降に、平成 26年度、平成 27年度、平成 28年度の順で掲載しています。 

 

 (1)平成 26年度 

   ① 監査報告書 

  ② 独立監査人の監査報告書 

    ③ 決算報告書 

ア 総括財務諸表（貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュ・フロー計算書） 

イ 一般会計財務諸表（貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録） 

ウ 府営住宅指定管理会計（特別会計）財務諸表（貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュ・

フロー計算書、財産目録） 

エ 注記事項（重要な会計方針、補足情報） 

 

 (2)平成 27年度 

   ① 監査報告書 

  ② 独立監査人の監査報告書 

    ③ 決算報告書 

ア 総括財務諸表（貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュ・フロー計算書） 

イ 一般会計財務諸表（貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録） 

ウ 府営住宅指定管理会計（特別会計）財務諸表（貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュ・

フロー計算書、財産目録） 

エ 注記事項（重要な会計方針、補足情報） 

 

 (3)平成 28年度 

   ① 監査報告書 

  ② 独立監査人の監査報告書 

    ③ 決算報告書 

ア 総括財務諸表（貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュ・フロー計算書） 

イ 一般会計財務諸表（貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュ・フロー計算書、財産目録） 

ウ 府営住宅指定管理会計（特別会計）財務諸表（貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、キャッシュ・

フロー計算書、財産目録） 

エ 注記事項（重要な会計方針、補足情報） 

  

 


